
答 申 第 １ ０ １ 号
令 和 ２ 年 ４ 月 ３ ０ 日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門 殿

徳島県個人情報保護審査会

会 長 松 永 満 佐 子

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について（答申）

令和２年４月２７日付け市第１３９号で諮問のありましたこのことについて，

下記のとおり答申します。

記

個人情報の目的外の利用・提供制限の例外に関する事項（条例第７条第８号

関係）について

諮問された事項については，公益上の必要性があると認められます。

なお，個人情報の提供を実施するに当たっては，個人の権利利益が侵害され

ないよう送付時や管理上の取扱いには十分に留意するよう要望します。



目的外の利用・提供制限の例外に関する事項（条例第７条第８号関係）

（個別事項）

特別定額給付金事業関係

番号 項 目 目的外利用・提供が認められる理由

１ 市区町村における特別定額給付金 ○特別定額給付金事業における給付対象者は，基準日

事業の実施のため，施設入所等児 （令和２年４月２７日）において住民基本台帳に記

童等の氏名，性別，生年月日，住 録されている者となり，受給権者は，住民基本台帳

所等に関する個人情報を関係市区 に記録されている者の属する世帯の世帯主とされて

町村に対し，提供する場合 いるが，施設入所等児童等については，特例によ

り，住民票が入所している施設等の所在地に移って

いない場合であっても，当該施設等の所在地の市区

町村から支給することとなる。したがって，市区町

村への情報提供を県から行わなければ，取扱いが適

正に行われないおそれがある。

〇このため，県が関係市区町村に対し，施設入所等児

童等に関する個人情報を提供することは，公益上の

必要性があると認められる。
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